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〜69歳以下の⽅〜

退職互助部 療養費給付⾦
電⼦申請利⽤の⼿引き



● 互助組合ホームページ（https://gojomaru.com）
「退職組合員の⽅」－「退職互助部各種給付⾦電⼦申請」ボタンをクリック

「療養費給付⾦の申請」ボタンをクリックして、
申請フォームへ進みます。

2

療養費給付⾦を請求しよう



● 以下に該当する⽅は、従来通り、
紙による申請をお願いします。

ア 各種手帳や受給者証をお持ちの方
① 身体障害者手帳１・２・３級 ④ 特定医療費（指定難病）受給者証

② 精神障害者保健福祉手帳 １級 ⑤ 特定疾患医療受給者証

③ 重度心身障害者医療費助成金受給者証 ⑥ 特定疾病療養受療証

イ 企業の健康保険に加入されている方 例）○○○(企業名)健康保険組合

ウ 精神治療で入院し、市町より助成を受けている方

エ 「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費がある方

オ 65歳以上の方で、一定の障がいをお持ちのため「後期高齢者医療保
険」に加入している場合

カ 給付金受取口座を変更したい方
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電子申請の注意事項を確認後、

タップ又はクリックで“ ”を入れると、

申請フォームに進めます。

＜事前確認画⾯＞
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申請フォームに進むための認証（組合員認証）があります

＜組合員認証＞
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「ユーザ名（ユーザーID）」と

「パスワード」は、

互助新聞表紙の下部を見てね！

療養費給付⾦を請求しよう

※ この「ユーザ名（ユーザーID）」等の⼊⼒後、お使いのブラウザ（MicrosoftEdge、
GoogleChrome等）のセキュリティにより、「パスワードを変更してください」等のメッセージが
表⽰される場合がありますが、全組合員共通のものを使⽤しているためであり、個⼈情報の
流出リスクはありませんので、そのままお進みください。



①「退職組合員番号」・「⽣年⽉⽇」で、申請者の個⼈認証を⾏います

氏名、給付金受取口座（登録口座）が表示されます。

＜申請画⾯＞

●個⼈認証されると・・・

●個⼈認証されないと・・・
エラーメッセージが表示されます。

＜認証ができない例＞

・“０”から始まる番号の０を省略している

・現職時の職員番号を入力している

・他団体（教職員共済等）の番号を入力している 等

→ 「退職組合員証」をご確認ください

6

療養費給付⾦を請求しよう



② ⽒名、給付⾦受取⼝座（登録⼝座）を確認してください
＜申請画⾯＞

給付金受取口座（登録口座）番号は、下４桁のみ表示されます。

本電⼦申請において、給付⾦受取⼝座の変更はできません。
申請前に「異動届」により、所属⽀部でお⼿続きください。

注意︕
⾦融機関及び店舗の統廃合等により、空欄となっている場合は、申請ができません。
事前に変更⼿続きのうえ、申請してください。（システムへの反映には、数⽇を要します。） 7
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③ 申請内容に関して確認が必要であった場合の連絡先を⼊⼒してください
＜申請画⾯＞

平日の日中（9:00～16:00）に連絡がとれる連絡先（携帯電話等）を入力してください。

着信履歴（おしば集中事務センター【054-340-7020】）があった場合は、折り返しの

ご連絡をお願いいたします。

⽇中連絡先電話番号

申請受付メール（自動配信）を送信します。

また、申請の不備等により受付ができない場合、メールします。

※申請後の給付決定については、給付金送金通知（ハガキ）にてご案内します。

メールアドレス
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④ 請求する「受診年⽉」を⼊⼒してください
＜申請画⾯＞

受診年月を入れると、受診時年齢が表示されます。

受診時年齢
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⑤ ⾃⼰負担割合
＜申請画⾯＞

＜電子申請で申請が可能な健康保険の種類＞

国民健康保険、協会けんぽ（全国健康保険協会）

公立学校共済組合、日本私立学校振興・共済事業団

静岡県市町村共済組合、地方職員共済組合

その他共済組合（文部科学省共済組合等）

⑥ （受診時の）健康保険の種類を選択してください

その他共済組合の場合は、共済組合名称を入力してください。 →
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→「３割」を選択してください。
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⑦ 住⺠税⾮課税世帯に該当する場合は、必ず をいれてください
＜申請画⾯＞

● 69歳以下

健康保険の「限度額適用・標準負担額認定証」の適用区分が「オ」の方

＜住⺠税⾮課税世帯の確認⽅法＞
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現在の状況は、「マイナポータル」の健康保険証情報から確認が可能です。
※受診年⽉時点の情報⼊⼒が必要ですのでご注意ください。
（収⼊の状況により、変更となっている場合があります。）

公的年金受給者は、世帯全員（単身世帯の場合は本人）が、
住民税（県市民税）の所得割、均等割いずれも課されてい
ない場合、非課税世帯に該当します
※個人については、「年金振込通知書」（公的年金受給者
の場合 ）の個人住民税額が「０円」（支払がない）の場合、
非課税に該当します

療養費給付⾦を請求しよう



⑧-1 「医療費のお知らせ」を⾒ながら、内容を⼊⼒してください
区分は、「医療費のお知らせ」に沿って選択します。

＜申請画⾯＞

＜69歳以下の⼊⼒フォーム＞

69歳以下･･･院外処方の薬代は調剤①、②に入力します

※医療費のお知らせに、入院時の「食事療養費」が含まれている場合

退職互助部療養費給付金の対象外となりますので、当該金額は入力しないようご注意ください。
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⑧-2 ＜６９歳以下の⽅の⼊⼒＞
＜申請画⾯＞

「医療費のお知らせ」の内容に沿って、請求する年月の内容を入力します

＜入力画面＞

※「令６.４ 徳川医院」は、基準額（5,170円以

上）に満たないため、請求対象外。

医療機関名

を入力

自己負担額を入力

院外処方の薬代は、調剤欄に金額を入力

区分を入力
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⑧-3 ＜６９歳以下の⽅の⼊⼒＞
◆注意事項◆

＜申請画⾯＞

・「医療費のお知らせ」に記載された順に、 （請求対象の）「医療機関名」、
「外来、入院等の区分」及び「自己負担額（１円単位）」を入力します。
※医療機関（病院）ごと1行に入力し、入院・通院は別の行に入力します。

・医療機関の外来と院外処方の薬代は同じ1行に入力します。
（院外処方の薬代は調剤欄に入力。）

＜請求する月において院外処方の薬代のみを請求する場合＞
例１）7/31（A病院に通院）→８/1（B薬局で調剤）

８月にA病院の通院がなく、B薬局の薬代のみを請求する場合
例２）９月（C病院通院、リフィル処方箋発行）→11、12月（D薬局で調剤）

11、12月にC病院の通院がなく、D薬局の薬代のみを請求する場合

→ 入力方法については、おしば集中事務センターにご確認ください。
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⑧-4 ＜６９歳以下の⽅の⼊⼒＞
◆注意事項◆

＜申請画⾯＞

＜治療用装具代がある場合＞（69歳以下の方のみ）

●「医療費のお知らせ」に装具代が記載されている場合
装具を作成した医療機関（外来又は入院）の調剤①又は②にその額を

入力してください。
※調剤①、②欄いずれも院外処方の薬代等で装具代分を入力できない場合
→ 次の行（新規行）に以下の内容を入力して申請してください。

医療機関名 →「○○○（医療機関名）の装具代」
区分A →入院又は外来、該当するものを選択してください。
自己負担額A →装具代に係る自己負担額を入力
※申請時には分離しますが、算定の際は、合算して取り扱います。

●「医療費のお知らせ」に記載されていない場合
電子では申請できません。（該当月は、紙により申請してください。）
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⑧-5
＜申請画⾯＞

請求対象外（基準額以下等）のものを⼊⼒してしまった場合
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算定の基準額に達していない等、エラーメッセージが出た場合は、「クリア」ボタンで、

その行の情報を削除することができます。

※行を削除（詰める）ことはできません。

なお、クリア後、空欄となった行は、詰めなくてもそのまま申請可能です。



⑨-1 「医療費のお知らせ」ボタンを押下し、添付書類（画像）を添付します
＜申請画⾯＞

拡大して、添付内容を確認できます。

画像が、正しい向きで添付されているか、確認してください。

「医療費のお知らせ」が複数枚に

亘る場合、画像を１～３に添付し

てください。
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添付書類の画像を添付する場合

参考：iOS（iPhone）画面

【推奨】予め撮影した画像を添付します。

添付する画像を撮影できます。

※画像の向きを確認のうえ、添付してく

ださい。（横向き、逆向きのまま、添付

しないよう注意してください。）
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＜申請画⾯＞

療養費給付⾦を請求しよう

⑨-2 「スマートフォン」「タブレット端末」で申請する場合の注意



＜申請画⾯＞

「医療費のお知らせ 削除」ボタンの押下で登録した画像の削除が可能です

正しい画像を添付し直してください
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⑨-3 誤って添付してしまった画像を削除したい場合



⑩ 【該当者のみ】「付加⾦決定通知書」⼜は「限度額適⽤認定証等（⾼額療養費
制度の適⽤区分を確認できるもの）」を添付します

＜申請画⾯＞

＜添付が必要な方（該当者）＞

以下の３つ全てに該当する場合

・ 共済組合（公立学校、市町村、地方職員等）に加入（任意継続を含む）

・ （被保険者本人が）上位所得者

※標準報酬月額530,000円以上の方、限度額適用認定証の適用区分がア又はイの方

・ 請求する月における１医療機関の医療費が25,000円以上のものがあるとき
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⑪ 申請内容の⼊⼒・画像の添付が完了したら、 「確認」ボタンを押下します
＜申請画⾯＞

●入力内容等に不備があれば、エラーメッセージが表示されます

エラーの内容を修正のうえ、進んでください
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⑫ ⼊⼒（選択）した申請内容に誤りがないか確認します
＜申請確認画⾯＞

●申請内容等に誤りがなければ、「申請」ボタンを押し、申請します
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⑬ 申請内容が、申請画⾯で⼊⼒し
たメールアドレスあて、Eメールで送信
されます【申請完了】

申請完了後は、元の申請画⾯に戻ります。
（⽉ごとの申請となります）
続けて、他の⽉の分を申請する場合は、
続けて申請するボタンを押してください。

※既に請求済み(電⼦申請)⼜は給付済みの年⽉を
⼊⼒しようとするとエラーメッセージが表⽰されます。

＜申請確認メール（⾃動配信）＞

● メールの送信元は、「no-reply@gojomaru.com」となります。

受信設定（フィルター）されている場合は、「@gojomaru.com」ドメインの解除を

お願いいたします。
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⼊⼒⽅法等、電⼦申請に係るご不明な点は、所属の⽀部にご相談ください。

申請後の申請内容に係るお問い合わせは、申請受付メールに記載されたお問い合わせ
先にEメールにてご連絡ください。

＜お問い合わせ先＞
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その他


